
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

 
令
和
八
年
一
月
三
十
日 

奈
良
県
人
事
委
員
会
委
員
長 

和 

島 

美 

枝 

子 

奈
良
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号 

 
 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る
規
則

三
十
二
年
十

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

 

 

第
七
条
第
四
項
を
同
条
第
五
項

同
条
第
三
項
の
次
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 

４ 

条
例
第
八
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の

権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

次
に
掲
げ

る
職
員

 

一 

新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ

の
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た

こ
の
条

指
定

前
三
年
以
内

新
た
に

に
規
定
す
る
給

料
表

以
下
同

適
用
を
受
け
る
職
員

当
該
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と

と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の 

二 

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ

と
と
な
つ
た

こ
の
条
に
お
い
て

適
用
日

と
い
う

前
日
に
在
勤
し
て
い
た
公

署
に
引
き
続
き
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
職
員

当
該
適
用
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し

て
い
た
も
の
と
し
た
場
合

条
例
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地

公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員

指
定
日
前
三
年
以
内
に
当
該
公
署

に
異
動
し
た
こ
と
又
は
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
て
当
該
公
署
に
在
勤
す
る

こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転

次
号
に
掲
げ
る
も
の
を
除

 

三 

新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
つ
た
者

適
用
日
の
前
日
に
条
例
第
八
条
第
三

項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
を
支
給

当
該
適
用
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合

項
の
規
定
に
よ

る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
こ
と
と
な
る
も
の 

四 

前
三
号
に
掲

前
三
号
に
規
定
す
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
職
員
と

し
て
人
事
委
員
会
が
認
め
る
も
の 



第
七
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る

 
６ 
条
例
第
八
条
第
五
項
第
三
号
ウ
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
期
間
及
び

額

次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の
区
分
に
応

当
該
各
号
に
定

 

一 

第
四
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員 

当
該
職
員
の
指
定
日
に
在
勤
す
る
公
署
が
適
用
日
前
に
特

地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当

当
該
職
員
が
当
該
適
用
日
に
当

該
公
署
に
異
動
し
た
も
の
と
し
た
場
合
に
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支
給

さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額 

二 

第
四
項
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員 

適
用
日
前
か
ら
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
条
例
第
八
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
日
以
降
支

給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額 

三 

第
四
項
第
三
号
に
規
定
す
る
職
員 

適
用
日
前
か
ら
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
し
て
引

き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し
た
場
合
に
条
例
第
八
条
第
三
項
又
は
こ
の
項
の
規
定
に
よ
り
当

該
適
用
日
以
降
支
給
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
及
び
額 

四 

第
四
項
第
四
号
に
規
定
す
る
職
員 

人
事
委
員
会
が
別
に
定
め
る
期
間
及
び
額 

 
 

 

附 

則 

 

１ 

こ
の
規
則

公
布
の
日
か
ら
施
行

規
則
に
よ
る
改
正
後
の
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に

関
す
る

の

規
定

令
和
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用

 

に
準
ず
る
手
当
に
関
す
る

 

２ 

一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る

と
い
う

附
則
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規

則
で
定

令
和
四
年
四
月
二
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
新
た
に
給

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

第
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表

以
下
同

適
用
を
受
け
る
職
員

特

職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
に
関
す
る

第
八
条
第
二
項
に
規
定
す
る
公
署

以
下
同

又
は
準
特

条
例
第
八
条
第
四
項
に
規
定
す
る
公
署

以
下
同

在
勤
す
る
こ
と
と
な

伴

住
居
を
移
転

同
年
四
月
一
日
以
後
も
引
き
続
き
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公

署
に
在
勤
し
て
い
る

の
定
年
等
に
関
す
る



昭
和
五
十
九
年
三
月
奈
良
県
条
例
第
十

条
又
は
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
職
員

以
下
同

及
び

の
定
年
等
に
関
す
る
条
例

の
一
部
を
改
正
す
る
等
の

附
則
第
三
条
第
一
項
若
し
く
は

し
く
は
第
二

項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
採
用

さ
れ
た
職
員

以
下
同

除

 

３ 

令
和
七
年
改
正
給
与
条
例
附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
職
員
に
対
す
る
改
正
後
の
規
則

第
七
条
第
五
項
の
規
定
の
適
用

が
公
署
を
異
に
す
る
異
動
又
は
公
署

の

こ
の
項

伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た

と
あ

当
該
異
動
等
の

公
署
を
異
に

す
る
異
動
又
は
公
署
の

こ
の
項

 

用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
へ
の
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
に

関
す
る
経

  

４ 

改
正
後
の
規
則
第
七
条
第
四
項
第
一
号
の
規
定
は

令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
職
員
の
定
年
等

に
関
す
る
条
例
第
十
二
条
又
は
第
十
三
条
第
一
項
又
は
令
和
四
年
改
正
定
年
条
例
附
則
第
三
条
第
一

項
若
し
く
は
第
二
項

し
く
は

し
く
は
第
二
項
又
は

第
六
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の

の

に
よ
る
採
用
を
さ
れ
た
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定
再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用
す

 

５ 

改
正
後
の
規
則
第
七
条
第
四
項
第
二
号
の
規
定
は

令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
定
年
条
例
第
十

二
条
等
の
規
定
に
よ
る
採
用

当
該
採
用
の
日
前
か
ら
引
き
続
き
勤
務
し
て
い
た
も
の
と
し

た
場
合
に

同
号
の
規
定
す
る
異
動
を
し
た
日
又
は
当
該
職
員
が
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

日
が
令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
定
年
前
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
及
び
暫
定

再
任
用
職
員
に
つ
い
て
適
用

 

６ 

改
正
後
の
規
則
第
七
条
第
四
項
第
三
号
の
規
定

令
和
七
年
四
月
一
日
以
後
に
定
年
条
例
第
十

二
条
等
の
規
定
に
よ
る
採
用

当
該
採
用
の
日
の
前
日
に
支
給
さ
れ
て
い
た
条
例
第
八
条
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
要
件
を
具
備
す
る
に
至

た
日
が
令
和

七
年
四
月
一
日
以
後
で
あ
る
場
合
に
つ
い
て
適
用
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